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事
業

場
名

称
・

所
在

地
 

使
用

者
職

氏
名

 

     
契

約
期

間
 

期
間

の
定

め
な

し
、

期
間

の
定

め
あ

り
（
 
 

年
 
 
月

 
 

日
～

 
 
年

 
 

月
 
 

日
）

 
※

以
下

は
、
「

契
約

期
間

」
に

つ
い

て
「

期
間

の
定

め
あ

り
」

と
し

た
場
合

に
記

入
 

１
 

契
約

の
更

新
の

有
無
 

 
[
自

動
的

に
更

新
す

る
・

更
新

す
る

場
合

が
あ

り
得
る

・
契

約
の

更
新
は

し
な

い
・

そ
の

他
（
 
 
 
）

] 

２
 

契
約

の
更

新
は

次
に

よ
り

判
断

す
る

。
 

 
 

・
契

約
期

間
満

了
時

の
業

務
量
 
 
 
・

勤
務

成
績

、
態

度
 
 
 
 

・
能
力

 
 

 
・

会
社
の

経
営

状
況
 

・
従
事

し
て

い
る

業
務

の
進

捗
状

況
 

・
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
 

【
有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る

特
例

の
対

象
者

の
場

合
】
 

無
期
転

換
申

込
権

が
発

生
し

な
い

期
間

：
 

Ⅰ
（

高
度

専
門

）
・
Ⅱ

（
定

年
後

の
高

齢
者

）
 

Ⅰ
 
特

定
有

期
業

務
の

開
始

か
ら

完
了

ま
で

の
期

間
（
 
 

 
年

 
 
か

月
（

上
限

1
0
年

））
 

Ⅱ
 
定

年
後

引
き

続
い

て
雇

用
さ

れ
て

い
る

期
間

 

就
業

の
場

所
 

 

従
事

す
べ

き
 

業
務

の
内

容
 

   
【

有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る

特
例

の
対

象
者

（
高

度
専

門
）

の
場
合

】
 

・
特
定

有
期

業
務

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
始

日
：
 
 
 
 
完

了
日

：
 

 
 
 
）
 

   
始

業
、

終
業

の

時
刻

、
休

憩
時

間
、

就
業

時
転

換
(
(

1)
～

(
5)

の
う

ち
該

当
す
 

る
も

の
一

つ
に

○
を

付
け

る
こ

と
。
)
、
所

定
時

間
外

労
働

の
有

無
に

関
す

る
事

項
 

１
 

始
業

・
終

業
の

時
刻

等
 

 
(
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 始
業
（
 

 
 
時

 
 
 
分

）
 

終
業

（
 
 
 

時
 

 
 

分
）
 

 
【

以
下

の
よ

う
な

制
度

が
労

働
者

に
適

用
さ

れ
る

場
合

】
 

 
(
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 変
形
労

働
時

間
制

等
；

（
 
 

）
単
位

の
変

形
労

働
時

間
制
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し
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務
時
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の

組
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わ
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ｲ
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始
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終

業
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時
刻
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決
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る
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を
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労

働
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則
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定

時
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間
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年
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休
日

労
働
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有
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１

か
月
 
 

日
、

１
年
 
 

日
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，
 

無
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日
 

及
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勤
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定

例
日
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週
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日
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日
、
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定
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日
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り
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夜
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働
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対

し
て
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払

わ
れ

る
割

増
賃
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超
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６

０
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（
 
 

 
）
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６

０
時

間
超
 
（
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休
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（
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（
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ハ
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（
 
 
 

）
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（
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賃
金
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払

日
（
 
 
 

）
－
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月
 

日
、

（
 
 
 

）
－

毎
月
 

日
 

６
 

賃
金

の
支

払
方

法
（
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
 

 
７

 
労

使
協
定

に
基

づ
く

賃
金

支
払

時
の

控
除

（
無
 
，

有
（
 
 
 

）
）
 

８
 

昇
給

（
 

有
（

時
期
、
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額
等

 
 
 
 
 
 
 

  
）
 

，
 

無
 
）
 

９
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（
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（
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期

、
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）
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退

職
に

関
す

 

る
事

項
 

１
 

定
年

制
 

（
 

有
 

（
 
 
歳

）
 

，
 

無
 

）
 

２
 

継
続

雇
用

制
度

（
 

有
（

 
 

歳
ま

で
）
 

，
 
無

 
）

 
３

 
自

己
都
合

退
職

の
手

続
（

退
職

す
る
 
 

日
以

上
前

に
届

け
出

る
こ
と

）
 

４
 

解
雇

の
事

由
及

び
手

続
 

  ○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第
 

条
～
第
 

条
、
第
 

条
～
第
 
条

 

      
そ

 の
 他

 

・
社

会
保

険
の

加
入

状
況

（
 

厚
生

年
金
 
健

康
保

険
 

厚
生

年
金

基
金
 

そ
の

他
（
 
 
 
 

）
）
 

・
雇

用
保

険
の

適
用

（
 

有
 

，
 

無
 

）
 

・
雇

用
管

理
の

改
善

等
に

関
す

る
事

項
に

係
る

相
談

窓
口

 
 

 
部

署
名
 
 

 
 
 
 

担
当
者

職
氏

名
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
連

絡
先
 
 
 
 
 
 
 
 

）
 

・
そ

の
他

 
 ・

具
体

的
に
適

用
さ

れ
る

就
業

規
則

名
（
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

 
※

以
下

は
、
「

契
約

期
間

」
に

つ
い

て
「

期
間

の
定

め
あ

り
」

と
し

た
場
合

に
つ

い
て

の
説

明
で

す
。

 
 

 
 

労
働

契
約
法
第

1
8
条
の

規
定

に
よ

り
、

有
期

労
働

契
約
（
平

成
2
5
年

4
月
1
日

以
降
に

開
始

す
る

も

の
）

の
契

約
期

間
が

通
算

５
年

を
超

え
る

場
合

に
は

、
労

働
契

約
の

期
間
の

末
日

ま
で

に
労

働
者

か

ら
申

込
み

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
労

働
契

約
の

期
間

の
末

日
の

翌
日
か

ら
期

間
の

定
め

の
な

い

労
働

契
約

に
転

換
さ

れ
ま

す
。

た
だ

し
、

有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る
特

例
の

対
象

と
な

る
場

合

は
、

こ
の

「
５

年
」

と
い

う
期

間
は

、
本

通
知

書
の

「
契

約
期

間
」

欄
に
明

示
し

た
と

お
り

と
な

り

ま
す

。
 

※
 

以
上

の
ほ

か
は

、
当

社
就

業
規

則
に

よ
る

。
 

※
 

本
通

知
書

の
交

付
は

、
労
働

基
準

法
第

１
５

条
に

基
づ
く

労
働

条
件
の

明
示

及
び

短
時

間
労

働
者

の
雇

用
管

理
の

改
善

等
に
 

関
す

る
法

律
第

６
条

に
基

づ
く

文
書

の
交

付
を

兼
ね

る
も

の
で

あ
る

こ
と
。
 

※
 

本
通

知
書

は
改

正
パ

ー
ト

労
働

法
（
H
2
7.
4
.
1
施
行

）
に

対
応

し
た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

※
 

労
働

条
件

通
知

書
に

つ
い

て
は

、
労

使
間

の
紛

争
の

未
然

防
止

の
た
め

、
保

存
し

て
お

く
こ

と
を
お
勧

め
し

ま
す

。
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（

一
般

労
働

者
用
・
短

時
間

労
働

者
用
；
常

用
、

有
期

雇
用

型
）
H
2
7
.
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労
働

条
件

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平

成
○

○
 
年
○

○
月
○

○
日
 

 
那

覇
 

お
も

ろ
 
 
殿
 

事
業

場
名

称
・

所
在

地
 
 
○
○

産
業

(
株

)
 

那
覇

市
お

も
ろ

ま
ち

２
－

１
－

１
 

使
用

者
職

氏
名

 
 
 

代
表

取
締

役
 

 
 

名
護

 
宮

里
 
 
 
○印

 
 

 

     
契

約
期

間
 

期
間

の
定

め
な

し
、

期
間

の
定

め
あ

り
（
 
 
 

年
 
 

月
 

日
～

 
 
 

 
年

 
 

月
 
 
日

）
 

※
以

下
は

、
「

契
約

期
間

」
に

つ
い

て
「

期
間

の
定

め
あ

り
」

と
し

た
場
合

に
記

入
 

１
 

契
約

の
更

新
の

有
無
 

 
[
自

動
的

に
更

新
す

る
・

更
新

す
る

場
合

が
あ

り
得
る

・
契

約
の

更
新
は

し
な

い
・

そ
の

他
（
 
 
 
）

] 

２
 

契
約

の
更

新
は

次
に

よ
り

判
断

す
る

。
 

 
 

・
契

約
期

間
満

了
時

の
業

務
量
 
 
 
・

勤
務

成
績

、
態

度
 
 
 
 

・
能
力
 

 
 

・
会

社
の

経
営

状
況
 

・
従
事

し
て

い
る

業
務

の
進

捗
状

況
 

・
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

）
 

【
有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る

特
例

の
対

象
者

の
場

合
】
 

無
期
転

換
申

込
権

が
発

生
し

な
い

期
間

：
 

Ⅰ
（

高
度

専
門

）
・
Ⅱ

（
定

年
後

の
高

齢
者

）
 

Ⅰ
 
特

定
有

期
業

務
の

開
始

か
ら

完
了

ま
で

の
期

間
（
 
 
 
年

 
 
か

月
（

上
限

1
0
年

））
 

Ⅱ
 
定

年
後

引
き

続
い

て
雇

用
さ

れ
て

い
る

期
間
 

就
業

の
場

所
 

 
コ

ザ
支

店
 

沖
縄

市
住

吉
１

－
２

３
－

１
 

従
事

す
べ

き
 

業
務

の
内

容
 

 
営

業
及
び

事
務

 

 
【

有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る

特
例

の
対

象
者

（
高

度
専

門
）

の
場
合

】
 

・
特
定

有
期

業
務

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
始

日
：
 
 
 
 
完

了
日

：
 

 
 
 
）
 

   
始

業
、

終
業

の

時
刻

、
休

憩
時

間
、

就
業

時
転

換
(
(

1)
～

(
5)

の
う

ち
該

当
す
 

る
も

の
一

つ
に

○
を

付
け

る
こ

と
。
)
、
所

定
時

間
外

労
働

の
有

無
に

関
す

る
事

項
 

１
 

始
業

・
終

業
の

時
刻

等
 

 
(
1
)
 
始

業
（
 
８

 
時
 
０

０
 
 
分

）
 

終
業

（
 
１

７
 
 

時
 
０

０
 
 

分
）
 

 
【

以
下

の
よ

う
な

制
度

が
労

働
者

に
適

用
さ

れ
る

場
合

】
 

 
(
2
)
 
変

形
労

働
時

間
制

等
；

（
 
 

）
単
位

の
変

形
労

働
時

間
制

・
交
替

制
と

し
て

、
次

の
勤

務
時

間
の

組

み
合

わ
せ

に
よ

る
。
 

 
 
 
 

始
業

（
 

時
 

分
）
 
終

業
（
 

時
 
分

）
 
（
適

用
日
 
 
 
 
 

）
 

 
 
 
 

始
業

（
 

時
 

分
）
 
終

業
（
 

時
 
分

）
 
（
適

用
日
 
 
 
 
 

）
 

 
 
 
 

始
業

（
 

時
 

分
）
 
終

業
（
 

時
 
分

）
 
（
適

用
日
 
 
 
 
 

）
 

 
 
(
3
)
 
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｸ
ｽﾀ
ｲ
ﾑ
制

；
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

は
労

働
者

の
決

定
に

委
ね
る

。
 

（
た

だ
し

、
ﾌﾚ
ｷ
ｼ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
ﾀ
ｲﾑ
（

始
業
）
 

時
 
分

か
ら
 
 
時
 

分
、
 

（
終

業
）

 
時

 
分

か
ら
 

 
時

 
分

、
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
ｺ
ｱ
ﾀ
ｲﾑ
 
 
 
 
 
  
 
 
時

 
分

か
ら
 

 
時

 
分
）
 

 
(
4
)
 
事

業
場

外
み

な
し

労
働

時
間

制
；

始
業

（
 

時
 

分
）

終
業

（
 
時

 
分

）
 

 
(
5
)
 
裁

量
労

働
制

；
始

業
（
 
時

 
分

）
 終

業
（
 

時
 

分
）

を
基
本

と
し

、
労

働
者

の
決

定
に

委
ね

る
。
 

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第
 
３

 
条
～

第
 
５

 
条

、
第
 
条

～
第

 
条
、

第
 

条
～

第
 

条
 

２
 

休
憩

時
間

（
 

６
０

 
）

分
 

３
 

所
定

時
間

外
労

働
の

有
無

（
 

有
 

，
 

無
 

）
 

（
 

有
 
（

１
週
 
 

時
間

、
１

か
月

 
４

５
 

時
間

、
１
年
 
３

６
０

 
時
間

）
，
 

無
 

） 

４
 
休
日

労
働

（
 

有
 

（
１

か
月
 
１
 

日
、
１

年
 
６

 
日

）
，

 
無

 
）
 

 
休

 
 

日
 

及
び

 
勤

 務
 日

 

・
定

例
日

；
毎

週
 
土

・
日

 
曜

日
、
国

民
の

祝
日

、
そ

の
他

（
旧

盆
 

１
２

月
２

９
日

～
１

月
３

日
 

）
 

・
非

定
例

日
；

週
・

月
当

た
り
 
 

日
、

そ
の

他
（
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

）
 

・
１

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
の

場
合

－
年

間
 
 
日

 
 

（
勤

務
日
）

 
毎

週
（

 
 
 
 

 
 
 

）
、

そ
の

他
（
 
 
 
 
 
 
 
）

 
○

詳
細

は
、
就

業
規

則
第
 

６
 

条
～

第
 
８

 
条

、
第

 
条

～
第

 
条
 

   
休

 
 

暇
 

１
 

年
次

有
給

休
暇
 
６

か
月

継
続

勤
務

し
た

場
合

→
 
 
１

０
 
 
 

日
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
継

続
勤

務
６

か
月

以
内

の
年

次
有

給
休

暇
 

（
有
・

無
）
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
→

 
か

月
経

過
で
 
 

日
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
時

間
単

位
年

休
（

有
・

無
）
 

２
 

代
替

休
暇

（
有

・
無

）
 

３
 

そ
の

他
の

休
暇
 
有

給
（

 
 
忌
引

き
、

結
婚

休
暇

、
生

理
休

暇
、

誕
生

日
休

暇
 
 
）
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
無

給
（

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
）
 

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第
 
１
３

 
条

～
第

 
１

５
条

、
第
 

条
～

第
 
条

 
（
次
頁
に
続
く
）
 

記
 

載
 

例
 

             
賃

 
 

金
 

１
 

基
本

賃
金
 

イ
 
月

給
（

 
２

５
０

，
０

０
０

 
円
）
、

ロ
 

日
給
（
 
 
 
 
 

円
）
 

 
 
 

 
 
 
 

ハ
 
時

間
給

（
 
 
 
 
円

）
、
 

 
 
 

 
 
 
 

ニ
 
出

来
高

給
（

基
本

単
価
 
 
 

 円
、

保
障

給
  

  
円

）
 

 
 
 

 
 
 
 

ホ
 
そ

の
他

（
 
 
 
 
 

円
）
 

 
 
 

 
 
 
 

ヘ
 
就

業
規

則
に

規
定

さ
れ

て
い

る
賃

金
等

級
等
 

  ２
 

諸
手

当
の

額
又

は
計

算
方

法
 

 
 

イ
（

 
職

務
 

手
当
 
２

，
０

０
０

 
円

 
／
計

算
方
法

：
 

 
 
 
係

長
 

２
，

０
０

０
円

 
）
 

 
 

ロ
（

 
資

格
 

手
当
 
２

，
０

０
０

 
円

 
／
計

算
方
法

：
危
険

物
取

扱
者

 
２

，
０

０
０

円
 

）
 

  
  

ハ
（

 
家

族
 

手
当
 
１

，
０

０
０

 
円

 
／
計

算
方
法

：
 
 
１
子

あ
た

り
１

，
０

０
０

円
 

）
 

 
 

ニ
（

 
通

勤
 

手
当
 

 
日

２
０

０
 

円
 

／
計

算
方
法

：
 

 
通
勤

距
離

に
応

じ
て

支
払

う
 

）
 

３
 

所
定

時
間

外
、

休
日

又
は

深
夜

労
働

に
対

し
て

支
払

わ
れ

る
割

増
賃
金

率
 

  
  

イ
 

所
定

時
間

外
、

法
定

超
 

月
６

０
時

間
以

内
（
 
２

５
 
 

）
％
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

月
６

０
時

間
超
 
（

 
５

０
 
 

）
％
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

所
定

超
 

（
 
 
 

）
％
 

 
 

ロ
 

休
日
 

法
定
休

日
（
 
３

５
 
 

）
％

、
法

定
外
休

日
（
 
 
 

）
％
 

 
 

ハ
 

深
夜

（
 
２

５
 
 

）
％
 

４
 

賃
金

締
切

日
（
 
基

本
給

 
 

）
－

毎
月
 
 
末

 
日
、

（
 

 
手
当
）

－
毎
月
 
 
末

 
日
 

５
 

賃
金

支
払

日
（

 
基

本
給

 
 

）
－

毎
月
 
１

０
 

日
、

（
 

 
手
当
）

－
毎
月
 
１

０
 
日
 

６
 

賃
金

の
支

払
方

法
（
 

 
口
座

振
込

 
 
 
 
 

）
 

 
７

 
労

使
協
定

に
基

づ
く

賃
金

支
払

時
の

控
除

（
無
 
，

有
（
 
 
 

）
）
 

８
 

昇
給

（
 

有
（

時
期
、

金
額
等

 
毎

年
４

月
１

日
 
 
 
 

 
  

）
 

，
 

無
 

）
 

９
 

賞
与

（
 

有
（

時
期

、
金

額
等
 
６

月
・

１
２

月
 

業
績

に
応

じ
て

支
払

う
）

 
，
 

無
  

）
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退
職

金
（
 

有
（

時
期

、
金

額
等
 
勤

続
２

０
年

以
上
 

詳
細

は
就

業
規

則
 

）
 

，
 
無

 
） 

 

 

   
退

職
に

関
す

 

る
事

項
 

１
 

定
年

制
 

（
 

有
 

（
 
６

５
 

歳
）

 
，

 
無

 
）
 

２
 

継
続

雇
用

制
度

（
 

有
（
 

７
０

 
歳

ま
で
）
 

，
 
無

 
）

 
３

 
自

己
都
合

退
職

の
手

続
（

退
職

す
る
 
１

４
 

日
以
上
前

に
届

け
出
る

こ
と

）
 

４
 

解
雇

の
事

由
及

び
手

続
 

  ○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第
６
５

 
条
～

第
７
０

 
条
、

第
 
条

～
第

 
条
 

      
そ

 の
 他

 

・
社

会
保

険
の

加
入

状
況

（
 

厚
生

年
金
 
健

康
保

険
 

厚
生

年
金

基
金
 

そ
の

他
（
 
 
 
 

）
）
 

・
雇

用
保

険
の

適
用

（
 

有
 

，
 

無
 

）
 

・
雇

用
管

理
の

改
善

等
に

関
す

る
事

項
に

係
る

相
談

窓
口

 
 

 
部

署
名
 
総

務
課

 
 
担

当
者

職
氏

名
 
課

長
 

話
 聞

男
 
連

絡
先

 
８

６
８

－
○

○
○

○
 
）

 
・

そ
の

他
 

 ・
具

体
的

に
適

用
さ

れ
る

就
業

規
則

名
（
 
 
 

社
員

就
業
規

則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 
※

以
下

は
、
「

契
約

期
間

」
に

つ
い

て
「

期
間

の
定

め
あ

り
」

と
し

た
場
合

に
つ

い
て

の
説

明
で

す
。

 
 

 
 

労
働

契
約
法
第

1
8
条
の

規
定

に
よ

り
、

有
期

労
働

契
約
（
平

成
2
5
年

4
月
1
日

以
降
に

開
始

す
る

も

の
）

の
契

約
期

間
が

通
算

５
年

を
超

え
る

場
合

に
は

、
労

働
契

約
の

期
間
の

末
日

ま
で

に
労

働
者

か

ら
申

込
み

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
労

働
契

約
の

期
間

の
末

日
の

翌
日
か

ら
期

間
の

定
め

の
な

い

労
働

契
約

に
転

換
さ

れ
ま

す
。

た
だ

し
、

有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る
特

例
の

対
象

と
な

る
場

合

は
、

こ
の

「
５

年
」

と
い

う
期

間
は

、
本

通
知

書
の

「
契

約
期

間
」

欄
に
明

示
し

た
と

お
り

と
な

り

ま
す

。
 

※
 
以
上
の
ほ
か
は
、
当
社
就
業
規
則
に
よ
る
。
 

※
 
本
通
知
書
の
交
付
は
、
労
働
基
準
法
第
１
５
条
に
基
づ
く
労
働
条
件
の
明
示
及
び
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
 

関
す
る
法
律
第
６
条
に
基
づ
く
文
書
の
交
付
を
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

※
 
本
通
知
書
は
改
正
パ
ー
ト
労
働
法
（
H
2
7
.
4
.
1
施
行
）
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

※
 
労
働
条
件
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
の
紛
争
の
未
然
防
止
の
た
め
、
保
存
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
 

 

賃
金

等
級

：
４

級
３

号
（

就
業

規
則

賃
金

規
程
第

２
０

条
）

 

会
社
都
合
や
従
業
員
の
責
に
よ
る
場
合
等
。

 
解

雇
す
る
場
合
に
は
３
０
日
以
上
前
に
通
知
す
る

 

4



就
業

規
則

（
変
更

）
届

 
 

 
 

 
労

働
基

準
監

督
署

長
 

殿
 

 
平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

  
今

回
、

別
添

の
と

お
り

当
社

の
就

業
規

則
を

作
成

・
変

更
い

た
し

ま
し

た
の

で
、

労
働

者
代
表

の
意

見
書

を
添

え
て

提
出

し
ま

す
。

 

  
主

な
変
更

事
項

 

条
文

 
改

 
 

正
 

 
前

 
改

 
 

正
 

 
後

 
 

 
 

  

労
働

保
険

番
号

 
 

 
 
 

 
 

E 都
道

府
県

 所
轄

 
管

轄
 

基
 

幹
 

番
 

号
 

枝
番

号
 

被
一

括
事

業
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
 

り
 
が

 
な

 
A事

業
場

名
 

 
 

 
 

 
 

E   

A所
在

地
 

 
 

 
 

 
 

E  
℡

 
 

A代
表

者
職

氏
名

 
 

 
 
 

 
 

E  
A ◯印

E
 

業
種

・
労
働

者
数

  
 

 人
 

前
回

届
出
か

ら
名

称
変

更
が

あ
れ

ば
旧

名
称

 
ま

た
、

住
所

変
更

も
あ

れ
ば

旧
住

所
を

記
入

。
 

  

  

意
 

 
見

 
 
書

 
 

平
成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

   
 殿
 

  平
成

 
 

年
 

 
月
 

 
日
付
を
も
っ
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
就
業
規
則
案
 

に
つ

い
て

、
下
記
の
と
お
り
意
見
を
提
出
し
ま
す
。
 

 

記
 

                   
労
働
者
代
表
 

 
A ◯印

E
 

5



 

（ 沖縄労働局 

３ 

お近くの総合労働相談コーナー（沖縄労働局や労働基準
監督署に設置。詳しくは P16 を参照）やハローワークに
ご相談ください。
ハローワークで内定取消について相談した結果、内定取消の
撤回に至った事例もあります。

6



 

４ 

7

20XX年 4月現在、最低賃金は800円より高い金額となって
いるため、万が一時給500円で働くことに同意しても、それは
法律によって無効となり、最低賃金額との差額を請求できます！



 

・働くことに関するあらゆる分野に対応 

・都道府県労働局雇用環境・均等室や労働基準監督暑などに設置 

・専門の相談員が対応 

・相談（電話もしくは面談）は無料で予約は不要 

５ 

8



６ 

9



10

様
式

第
9

号
（

第
17

条
関

係
）

協
定

の
成

立
年

月
日

　
　

　
　

平
成

28
年

　
3

月
　

12
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  職
 名

　
検

査
課

主
任

協
定

の
当

事
者

で
あ

る
労

働
組

合
の

名
称

又
は

労
働

者
の

過
半

数
を

代
表

す
る

者
の

　
　

　
　

　
氏

 名
　

那
覇

花
子

　
　

　
　

　
　

←
（

注
）

協
定

書
を

兼
ね

る
場

合
は

、
押

印
を

要
す

る
（

認
印

で
可

）。
協

定
の

当
事

者
（

労
働

者
の

過
半

数
を

代
表

す
る

者
の

場
合

）
の

選
出

方
法

　
　

　（
　

投
票

に
よ

る
選

挙
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

平
成

28
年

　
3

月
　

12
日

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 那
覇

　
労

働
基

準
監

督
署

長
　

 殿
　

　

　
　

　
　

職
 名

　
代

表
取

締
役

使
用

者
　

　
　

　
　

　
氏

 名
　

沖
縄

太
郎

　
　

㊞

記
載

心
得

１
　

  「
業

務
の

種
類

」
の

欄
に

は
、

時
間

外
労

働
又

は
休

日
労

働
を

さ
せ

る
必

要
の

あ
る

業
務

を
具

体
的

に
記

入
し

、
労

働
基

準
法

第
36

条
第

1
項

た
だ

し
書

の
健

康
上

特
に

有
害

な
業

務
に

つ
い

て
協

定
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
業

務
を

他
の

業
務

と
区

別
し

て
記

入
す

る
こ

と
。

２
　「

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
間

」
の

欄
の

記
入

に
当

た
っ

て
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
こ

と
。

　（
1）

  「
1

日
」

の
欄

に
は

、
労

働
基

準
法

第
32

条
か

ら
第

32
条

の
5

ま
で

又
は

第
40

条
の

規
定

に
よ

り
労

働
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

最
長

の
労

働
時

間
を

超
え

て
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
時

間
で

あ
っ

て
、

1
日

に
つ

い
て

の
限

度
と

な
る

時
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

　（
2）

  「
1

日
を

超
え

る
一

定
の

期
間

(起
算

日
)」

の
欄

に
は

、
労

働
基

準
法

第
32

条
か

ら
第

32
条

の
5

ま
で

又
は

第
40

条
の

規
定

に
よ

り
労

働
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

最
長

の
労

働
時

間
を

超
え

て
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
時

間
で

あ
っ

て
、

同
法

第
36

条
第

1
項

の
協

定
で

定
め

ら
れ

た
1

日
を

超
え

て
3

箇
月

以
内

の
期

間
及

び
1

年
に

つ
い

て
の

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
間

の
限

度
に

関
し

て
、

そ
の

上
欄

に
当

該
協

定
で

定
め

ら
れ

た
す

べ
て

の
期

間
を

記
入

し
、

当
該

期
間

の
起

算
日

を
括

弧
書

き
し

、
そ

の
下

欄
に

、
当

該
期

間
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
期

間
に

つ
い

て
の

限
度

と
な

る
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
３

　
②

の
欄

は
、

労
働

基
準

法
第

32
条

の
4

の
規

定
に

よ
る

労
働

時
間

に
よ

り
労

働
す

る
労

働
者

（
対

象
期

間
が

3
箇

月
を

超
え

る
変

形
労

働
時

間
制

に
よ

り
労

働
す

る
者

に
限

る
。）

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。
４

　「
労

働
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

休
日

並
び

に
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

」
の

欄
に

は
、

労
働

基
準

法
第

35
条

の
規

定
に

よ
る

休
日

で
あ

っ
て

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
日

並
び

に
当

該
休

日
の

労
働

の
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
　「

期
間

」
の

欄
に

は
、

時
間

外
労

働
又

は
休

日
労

働
を

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
日

の
属

す
る

期
間

を
記

入
す

る
こ

と
。

時
間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
届

記
載

例

事
業

の
種

類
事

業
の

名
称

事
業

の
所

在
地

（
電

話
番

号
）

金
属

製
品

製
造

業
○

○
金

属
工

業
㈱

那
覇

市
お

も
ろ

ま
ち

2-
1-

1（
00

0-
00

0-
00

00
）

時
間

外
労

働
を

さ
せ

る
必

要
の

あ
る

具
体

的
事

由
業

務
の

種
類

労
 働

 者
 数

（
満

 1
8 

歳
 以

 上
 の

 者
）

所
定

労
働

時
間

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

時
間

期
　

間
1

日
1

日
を

超
え

る
一

定
の

期
間

（
起

算
日

）

1
か

月
（

毎
月

1
日

）
1

年
（

4
月

1
日

）

①
 下

記
②

に
該

当
し

な
い

労
働

者

臨
時

の
受

注
、

納
期

変
更

検
査

10
人

1
日

8
時

間
3

時
間

30
時

間
25

0
時

間
平

成
28

年
4

月
1

日
か

ら
1

年
間

月
末

の
決

算
事

務
経

理
5

人
同

上
同

上
15

時
間

15
0

時
間

同
上

②
 1

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
に

よ
り

労
働

す
る

労
働

者

臨
時

の
受

注
、

納
期

変
更

機
械

組
立

10
人

同
上

同
上

20
時

間
20

0
時

間
同

上

休
日

労
働

を
さ

せ
る

必
要

の
あ

る
具

体
的

事
由

業
務

の
種

類
労

 働
 者

 数
（

満
 1

8 
歳

 以
 上

 の
 者

）
所

定
休

日
労

働
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

休
日

並
び

に
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

期
　

間

臨
時

の
受

注
、

納
期

変
更

機
械

組
立

10
人

毎
週

土
曜

、
日

曜
1

か
月

に
1

日
、

8：
30

～
17

：
30

平
成

28
年

4
月

1
日

か
ら

1
年

間
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妊娠・出産、産前産後の休業や育児休業の申し出・取得などを理由とす

る以下のような不利益な取扱いは、法律で禁じられています。職場にお

ける妊娠、出産等に関するハラスメント防止のために、雇用管理上必要

な措置を事業主に義務付けています。 

■退職強要 ■解雇 ■降格 ■契約の更新拒否（雇止め）など 
 

・対象家族１人につき通算９３日まで！ 

・３回を上限として、分割して休業を取得できます。 

労働局雇用環境・均等室に相談しよう。 

８ 
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必ずチェック！　最低賃金

業務中や通勤途中のケガに、健康保険は使えません！

お仕事でのケガ等には、労災保険！

あなたに適用される最低賃金は、　　　　　　　　　　　　　で確認！　　　　　　　
使用者と労働者の合意であっても、最低賃金額を下回る賃金額は「無効」です。

健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
●労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って医
療機関で治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することになってしま
います。

●次の計算でチェック！　定期的にチェック！
※算入されない賃金①「臨時に支払われる賃金（結婚手当など）」②「１か月を超える期
間で支払われる賃金（賞与など）」③「所定労働時間以外の労働の賃金（時間外労働手当・
休日労働手当など）」④「深夜割増手当」⑤「精皆勤手当」⑥「通勤手当」⑦「家族手当」

１　時間給のみの場合：時間給　≧　最賃額
２　日給のみの場 合：日給÷１日平均所定労働時間　  ≧　最賃額
３　月給のみの場 合：月給÷１ヵ月平均所定労働時間　≧　最賃額
４　時間給・日給・月給の場合の組合せ
　　（「基本給は月給」「手当は日給」など）の場合
　  上記の１～３で時間額に換算した額の合計　≧　最低賃金額

労働災害

健康保険

全額
全額自己負担

自己負担
なし

労災保険



その他の各種お問い合わせ・ご相談の窓口は、沖縄労働局ホームページの
窓口案内にも掲載しています。

http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

労働基準関係法令に関するお問い合わせ

那 覇 労 働 基 準 監 督 署

０９８－８６８－８０３３（労働基準関係）

０９８－８６８－３４３１（安全衛生関係）

０９８－８６８－８０４０（労災補償関係）

沖 縄 労 働 基 準 監 督 署 ０９８－９８２－１２６３

名 護 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－５２－２６９１

宮 古 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－７２－２３０３

八 重 山 労 働 基 準 監 督 署 ０９８０－８２－２３４４

沖縄労働局　労働基準部　監督課 ０９８－８６８－４３０３

労使間の民事トラブルに関するお問い合わせ
雇用環境・均等室総合労働相談コーナー ０９８－８６８－６０６０

那 覇 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー ０９８－８６８－８００８

沖 縄 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー ０９８－９８２－１４００

名 護 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー ０９８０－５２－２６９１

宮 古 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー ０９８０－７２－２３０３

八 重 山 総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー ０９８０－８２－２３４４

雇用保険に関するお問い合わせ
ハ ロ ー ワ ー ク 那 覇 ０９８－８６６－８６０９

ハ ロ ー ワ ー ク 沖 縄 ０９８－９３９－３２００

ハ ロ ー ワ ー ク 名 護 ０９８０－５２－２８１０

ハ ロ ー ワ ー ク 宮 古 ０９８０－７２－３３２９

ハ ロ ー ワ ー ク 八 重 山 ０９８０－８２－２３２７

仕事と子育てや介護との両立支援、男女の雇用機会均等に関するお問い合せ
雇 用 環 境 ・ 均 等 室 ０９８－８６８－４３８０

お問い合わせ先（電話番号）


